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　町では、令和４年度採用の会計
年度任用職員を次のとおり募集し
ます。
募集人数　１人
採用期間　令和４年４月１日～令
和５年３月 31 日まで
主な業務　事務補助・作業（障が
いの程度、本人希望等により業務
内容・勤務時間等を決定）
受験資格　身体障害者手帳、療育
手帳または精神障害者保健福祉手
帳をお持ちの方
申込期限　3 月 11 日（金）午後
5 時まで（期日厳守、郵送可）
申込方法　申込書を記入の上、役
場総務課へ提出してください。なお、
申込書は役場総務課にあります。
採用試験　3 月 15 日（火）
▼受付：午後 3 時～
▼試験（面接）：午後 3 時 30 分～
▼場所：山村開発センター２階　
研修室
問合せ先　役場総務課（電話 72-
0331）

　し尿くみ取り料金が４月１日か
ら、１リットルあたり 12.386 円

（消費税および地方消費税込み）
に改正されます。
　し尿くみ取りの申込みは、有

限会社いづはら（電話 0859-24-
0566）まで、１週間前までに申込
みください。
受付時間　午前８時～午後５時
問合せ先　役場建設水道課　担当
　音田（電話 72-0350）

　令和４年４月から、児童扶養手
当などの支給額が次のとおり改定
されます。
【児童扶養手当支給額】
＜本体額＞
▼全額支給：月額 43,070 円▼一部
支給：月額 43,060 円～ 10,160 円
＜第２子加算額＞
▼全額支給：月額 10,170 円▼一部
支給：月額 10,160 円～ 5,090 円
＜第３子加算額＞
▼全額支給：月額 6,100 円▼一部
支給：月額 6,090 円～ 3,050 円
【特別児童扶養手当支給額】
▼ 1級：月額 52,400 円
▼ 2級：月額 34,900 円
【特別障害者手当および障害児福
祉手当支給額】
▼特別障害者手当：月額 27,300 円
▼障害児福祉手当：月額 14,850 円
問合せ先　役場健康福祉課　担当
佐野・杉原（電話 72-0334）

　町では、令和４年度に開催する

英会話教室の受講生を次のとおり
募集します。
講師　町英語指導助手
クラス分け　初級、中級
開催日程　▼初級クラス：第 1・
第 3 木曜日▼中級クラス：第 2・
第 4 木曜日※時間はいずれも午後
6 時 30 分～午後 7 時 30 分
対象者　町在住で 20 歳以上の人
場所　山村開発センター
受講料　無料
申込み　3 月 22 日（火）までに、
参加申込書を教育委員会事務局ま
たは町公民館に提出してくださ
い。なお、申込書は教育委員会事
務局または町公民館にあります。
問合せ先　教育委員会事務局（電
話 72-2107）

　マイナンバーカードの休日、時
間外窓口を開設します。窓口利用
には事前予約が必要です。
日時　▼３月９日（水）午後 5 時
15 分～午後 7 時 30 分まで▼３
月 13 日（日）午前９時～午前 11
時 30 分まで
場所　役場住民課
内容　マイナンバーカードの交付
および申請受付補助
申込み　2 日前までに予約が必要
です。予約人数に限りがあります
ので、お早めに申し込みください。
申込みおよび問合せ先　役場住民
課（電話 72-0333）
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　町内世帯の経済的負担の軽減と
生活の安定を図るため、１月下旬
に日野町灯油・ガソリン購入券を
世帯主宛に送付しています。期限
を過ぎますと使用できませんの
で、お早めにご利用ください。
使用期限　３月 20 日（日）まで
問合せ先　役場健康福祉課（電話
72-0334）

　海上保安学校学生採用試験および
海上保安官採用試験を実施します。
【海上保安学校学生採用試験（特
別）】（10月入校）
受付期間　インターネット：3 月
18 日（金）～ 3 月 25 日（金）
第一次試験　5 月 15 日（日）
【海上保安官採用試験（初任科）】
（４月入校）

受付期間　インターネット：3 月
18 日（金）～ 4 月 4 日（月）
第一次試験　6 月 5 日（日）
その他　受験資格等の詳細は、海
上保安庁ホームページをご覧くだ
さい。
問合せ先　境海上保安部管理課

（電話 0859-42-2532）

　鳥取県社会福祉協議会では、第
30 回（令和４年度）因伯シルバー
大会の出場者を募集しています。
　この大会は、スポーツや文化活
動を通して、鳥取県内の高齢者の
交流の輪を広め、仲間と健康づく
り、生きがいづくりを促進すると
ともに、第 34 回全国健康福祉祭
神奈川・横浜・川崎・相模原大会
の選手選考会を兼ねて開かれま
す。ふるってご参加ください。
応募資格　県内在住の 60 歳以上
の人（昭和 38 年 4 月 1 日以前生

まれの人）
競技　全 12 種目▼卓球▼テニス
▼ソフトテニス▼ソフトボール▼
ゲートボール▼ペタンク▼ゴルフ
▼弓道▼グラウンド・ゴルフ▼囲
碁▼将棋▼健康マージャン
開催日時　5 月上、中旬※種目に
よって日程が異なります。
開催場所　米子市を中心に開催予定
申込み　4 月 15 日（金）までに、
参加申込書に必要事項を記入の
上、ファクシミリまたは郵送で申
し込んでください。
申込みおよび問合せ先　社会福祉
法人  鳥取県社会福祉協議会（電
話 0857-59-6332）

　令和４年３月分（４月納付分）
から、協会けんぽの保険料率が変
更となります。
【健康保険料率】
▼令和４年２月分まで：9.97％
▼令和４年３月分から：9.94％
【介護保険料率（全国一律）】
▼令和４年２月分まで：1.80％
▼令和４年３月分から：1.64％
※ 40 歳から 64 歳までの人（介
護保険第２号被保険者）は、健康
保険料率に介護保険料率が加わり
ます。
問合せ先　協会けんぽ鳥取支部

（電話 0857-25-0051）

　第 40 回全日本トライアスロン皆
生大会では、特別企画として市町
村対抗リレーを開催予定です。現
在、参加チームを募集しています。
日時　7 月 17 日（日）午前 8 時
スタート
競技本部　どらドラパーク米子陸上
競技場（米子市営東山陸上競技場）
競技内容　水泳 3㎞、自転車 115
㎞、マラソン 30㎞を、１人が１
種目を担当し、3 人 1 組でリレー
します。

定員　各市町村ごとに１チーム限
り（申込み多数の場合は抽選）
参加料　１チーム 54,000 円
申込み　3 月 31 日（木）までに、
町教育委員会事務局に申込書を持
参または郵送してください。なお、
申込書は皆生トライアスロンホーム
ページからダウンロードできます。
申込みおよび問合せ先　町教育委
員会事務局（電話 72-2107）

　鳥取県特定（産業別）最低賃金
が次のとおり改正されました。
▼鳥取県電子部品・デバイス・電
子回路、電気機械器具、情報通信
機械器具製造業最低賃金
時間額 825 円（発行年月日：令和
3 年 12 月 17 日）
※「鳥取県最低賃金」は、令和 3
年 10 月 6 日から時間額 821 円に
改正されています。
問合せ先　最寄りの労働基準監督
署または鳥取労働局労働基準部賃
金室（電話 0857-29-1705）

　ハローワークでは、求職者支援
訓練の受講生を募集します。
訓練科　①ファッションデザイン
科②簿記速習科（短期間・短時間）
取得可能な資格　①ファッション
ビジネス能力検定３級、ファッ
ション販売能力検定３級②日商簿
記検定３級
訓練期間　① 3 月 29 日（火）～
8 月 3 日（水）② 3 月 29 日（火）
～ 4 月 15 日（金）
訓練場所　①米子文化服飾専門学
校（米子市錦町）②ほうき塾（倉
吉市山根）
募集人数　①８人② 12 人
応募期間　① 3 月 16 日（水）正午
まで② 3 月 16 日（水）正午まで
受講料　無料（テキスト代実費）
申込みおよび問合せ先　ハロー
ワーク根雨（根雨出張所）（電話
72-0065）
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